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第 30回規制改革会議


議事次第


(開 会)


1.「選択療養 (仮称)」 の創設について


2.公開ディスカッションについて


(閉 会)


(資料 )


資料 1-1 選択療養制度 (仮称)の創設について (論点整理)


資料 1-2 「選択療養 (仮称 )」 の趣旨、仕組み及び効用


資料 1-3 「選択療養 (仮称 )」 への懸念に応える


資料 1-4 厚生労働省提出資料


資料 2   今後の公開ディスカッションの開催に向けて
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平成 26 年３月 27 日 


規 制 改 革 会 議 


 


 


選択療養制度（仮称）の創設について 


(論点整理) 


 


 


現在、国民皆保険制度のもとで、保険外診療と併用した場合には保険


診療についても保険適用が原則できないこととされている（いわゆる「混


合診療の原則禁止」）。 


 


過去の規制改革において抜本的な見直しが求められた結果として、国


が認めた一定の保険外診療については併用できるとする「保険外併用療


養費制度」が導入された（健康保険法８６条）が、原則禁止の規制自体


は変わっていない。 


 


当会議が目指すのは、困難な病気と闘う患者が、これを克服しようと


して強く希望する治療を受けられるよう、診療の選択肢を拡大すること


である。そのために、保険外診療を併用しても保険給付を幅広く受けら


れ、保険診療に係る経済的負担が治療の妨げにならない環境を早急に整


備する必要がある。 


このような観点から、当会議は現行制度の抜本的な見直しを求めて、


厚生労働省や関係機関などと様々な議論を重ねてきた。同省からは、現


行制度の趣旨は、「安全性・有効性が確認されていない保険外診療を排除


することにある」との見解が示された。他方で、現実には様々な保険外


診療が行われ、混合診療の原則禁止が安全確保策として機能していない


実態や、本来は医師の判断によってなされるべき診療が保険給付の有無


によって狭められている問題も考慮しなければならない。 


 


 


このような議論を踏まえ、当会議は以下の「選択療養制度（仮称）」の


創設を提案することとした。この改革案は、国民皆保険の維持を前提と


し、現行の保険外併用療養費制度の中で実現可能であり、なおかつ患者


のニーズに迅速に応え得るものである。今後、この制度の手続き・ルー


ル等についてさらに検討を重ね、最終的な提案を行うこととしたい。 


 


  


資料１－１ 
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【目的】 
 
 この改革案の目的は、 


・治療に対する患者の主体的な選択権と医師の裁量権を尊重し、困難な


病気と闘う患者が治療の選択肢を拡大できるようにすること 


・そのため、一定の手続・ルールの枠内で、患者が選択した治療につい


ては極めて短期間に保険外併用療養費の支給が受けられる、患者（国


民）にとってやさしい新たな仕組みを構築すること 


である。 


 


【「選択療養制度(仮称)」の新設】（新たな仕組みの考え方） 
 


１ 個々の患者が希望する診療について、個別に保険診療との併用を認


めるため、保険外併用療養費制度の中に、「評価療養」「選定療養」に


加えて、以下のような「選択療養制度(仮称)」を設けることとしては


どうか。 
 


（１）「選択療養（仮称）」とは、患者が自己の選択によって保険診療と


併せて受ける保険外診療(評価療養、選定療養を除く)であって、


一定の手続・ルールに基づくものをいう。 
 


     注）「選択療養（仮称）」は、個々の患者の個別ニーズにそのつど即応する 


ための新範疇であって、先進医療のように対象となる療法や薬剤等を予め個


別にリスト化するものではない。また、必ずしも「評価療養」のように保険


導入のための評価を行うものではないが、広く使用される実績に応じて保険


収載され得るものである。 


 


（２）患者が保険診療と併せて（１）の「選択療養（仮称）」を受けたと


きは、その保険診療に要した費用について保険給付を認める。 


 


 


２ 「一定の手続・ルール」の考え方 
 


（１）「一定の手続・ルール」については、①患者がその診療を選択する


にあたって必要な情報が医師から患者へ十分に提供され、それが書


面で確認できること（注）、② 医師のモラルハザードが防止されるこ


と、を大前提とすべきではないか。 
 


注）患者が保険診療に付随する保険外診療（未承認薬など）の選択を希望した


場合、医師は併用する保険外診療について診療計画書を策定し、患者に対し


て、(a)必要性と(b)リスクを書面を用いて十分に説明し、患者はこれを納得


した上で、書面により併用を承諾することとする。 
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（２）手続・ルールの枠組みは、無用な診療に対するけん制効果を働か


せるために、①患者・医師間の診療契約書を保険者に届け出ること


で保険給付が行われるようにする、②患者から保険者に対して保険


給付の切替えを申請し、保険診療に悪影響を及ぼすことが明らかな


場合等を除き、保険給付が認められるようにするなど、いくつかの


考え方がある。いずれの場合でも、「選択療養（仮称）」に該当する


かどうかは極めて短期間に判断できる仕組みとすることが重要では


ないか。 
 


（３）そのため、具体的な手続・ルールについては、医療現場の実態を  


十分踏まえながら、引き続き検討し、早期に結論を得ることとして


はどうか。 


 


 


３．事後の検証 
  


「選択療養制度（仮称）」において「一定の手続・ルール」のもとで


提出された諸資料は、保険外診療の経過（予後）と併せてデータベース


化し、一定の汎用性・有効性が認められた医療技術は「評価療養」の対


象としたり、保険に収載したりしてはどうか。また、データベースの分


析結果を本制度の見直し等に反映させることとしてはどうか。これは、


保険外診療の安全性・有効性の確認等、実態を把握する上で、現状より


有益な仕組みとなる。 


 


 


４．施行状況の検討 
  


新しい仕組みの発足後、一定期間内に、その施行状況について検討を


加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて制度を見直すこ


ととしてはどうか。 


以 上 
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保険外併用療養に関する勉強会で出された意見の整理 


○治療に対する患者の主体的な選択権と 
 医師の裁量権を尊重 
○困難な病気と闘う患者が治療の選択肢 
 を拡大できるようにする 


 


一定の手続き・ルールの枠内で、患者が選択
した治療については極めて短期間に保険外併
用療養費の支給が受けられるようにする 
 


国民皆保険の維持を前提に患者（国民）にとってやさしい新たな仕組みを構築 


－ 改革の目的（規制改革会議における検討の主眼） － 


「選択療養（仮称）」の新設  


選定療養（10種類） 


評価療養（7種類） 


保険外併用療養費制度 


選択療養 


○不特定の患者への一般的な適用 
○保険収載を予定 
○個別の診療をリスト化 
  （先進医療Ａ／Ｂ） 
○先進医療の実施承認までおおむね３～６ケ月 


○患者ごとに個別に適用 
○実績に応じて保険収載され得る 
○先進医療のようにリスト化しない 
○極めて短期間で判断  


①患者の選択に必要な情報が 
   医師から十分に提供され、 
     書面で確認できる 
②医師のモラルハザードが 防 
     止される 
を前提に一定の手続・ルール   
を検討する。 







「選択療養（仮称）」における手続・ルール等の考え方（案） 
（論点整理②） 


 
平成 26年４月 16日 


規 制 改 革 会 議  


 
3 月 27 日の「選択療養制度（仮称）の創設について（論点整理）」に記載した


通り、「選択療養（仮称）」は下記を目的とするものである。 
・治療に対する患者の主体的な選択権と医師の裁量権を尊重し、困難な病気と


闘う患者が治療の選択肢を拡大できるようにすること 


・そのため、一定の手続・ルールの枠内で、患者が選択した治療については極


めて短期間に保険外併用療養費の支給が受けられる、患者（国民）にとって


やさしい新たな仕組みを構築すること 


 
上記において今後の検討課題とされた手続き・ルールを中心に、「申請」を通


じた具体的な仕組みのあり方について、以下のとおり新たな論点を整理する。 
 
１．合理的な根拠が疑わしい医療等を除外する 


 
困難な病気と闘う患者の治療の選択肢を拡大するという「選択療養（仮称）」


の趣旨に沿って、合理的な根拠が疑わしい医療や患者負担を不当に拡大させ


る医療（以下、「無用な診療」という。）を除外するため、次の①～③のいず


れかに該当する場合は「選択療養（仮称）」の対象からはずすこととすべき


ではないか。 


 


①次に掲げるいずれの要件も満たさない 


  ・国際的に認められたガイドラインに掲載されている 


  ・一定レベルの学術誌に掲載された査読された２編以上の論文がある 


  ・倫理審査委員会の承認を得ている 


 ②保険外診療のための入院・検査など、最初からもっぱら保険外診療が目的


である 


 ③代替できる保険診療の受診を経ずに保険外診療が選ばれる 


 


 


２．患者と医師の情報の非対称性を埋める 


 
（１）患者及び医師は、「選択療養（仮称）」を希望する場合、事前に「診療計


画」を策定し、上記１の①のいずれかの要件を満たすことを証明する「エ


ビデンス」と下記（２）の患者の「選択書面」を添付して申請し、下記４


1 
 







の全国統一的な中立の専門家による評価を受けるものとすべきではないか。 


（１）また、そのうえで、その評価結果を患者と医師の情報の非対称性の解消


に役立てるため、患者本人に情報提供する仕組みを併せて設けるべきでは


ないか。 


 
（２）なお、上記（１）の「診療計画」は、患者のどのような病態に対して、


どのような保険診療と保険外診療を併用するのかを患者が理解し、納得で


きるようにするために必要な事項が記載されたものでなければならない。


医師は、患者に対して、「診療計画」と「エビデンス」を用いて十分に説明


し、患者はこの説明を納得した上で書面により併用を選択することを前提


とする。 


 


  ＜「診療計画」に記載する事項の例＞ 


①患者の疾患、病態 


②保険外診療の目的、内容 


③当該併用の有効性（または必要性） 


④当該併用の安全性（またはリスク） 


⑤当該併用に係る費用 


⑥万一の健康被害等への対応、他医療機関との連携等 


 


 


３．併用することの安全性・有効性を確認する 
 
（１）「選択療養（仮称）」は、上記１により、無用な診療を除外することを前


提に、その保険外診療の一定の安全性・有効性とともに、併用しても診療


全体の安全性・有効性に支障が生じないことを確認すべきではないか。 
 
（２）「選択療養（仮称）」の申請がなされた保険外診療の安全性・有効性の確


認は、その診療が「患者発」で個別に適用されるべき趣旨を踏まえて、で


きるだけ迅速に行われるべきではないか。 
 


 
４．全国統一的な中立の専門家によって評価する 
 


（１）安全性・有効性の確認や、患者への不利益の有無については、全国統一


的に、中立的な専門家が評価する制度とすべきではないか。 


 


（２）より迅速な判断を可能とするため、必ずしも「会議」での合議制を前提


とせず、例えば、複数の高度な医療機関における専門医相互のネットワー


ク形成など、柔軟で機動的な連携協議なども検討すべきではないか。 
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５．評価療養につながる 


 


（１）「選択療養（仮称）」の実績は、患者ニーズとして集積し、複数の実施医


療機関における実績を活用して、評価療養への移行を検討することとして


はどうか。それによって保険収載の道が開けるのではないか。 


 
（２）評価療養への移行後に、新たに希望する患者が先進医療として受診でき


るようにするため、担当する医療機関が「実施医療機関」への申請を行っ


た場合には先進医療の「協力医療機関」に加わり易くすることとしてはど


うか。 


 


 


６．「診療計画」等に記載されたデータを有効活用する 


 


（１）「選択療養（仮称）」によってデータが蓄積されることで、これまで病院


やカルテを変える等で実質的に行われていた“混合診療”の明示的なデー


タが集約され、患者にとっての安全性が高まるとともに、医療技術の進歩


につながりやすくなるのではないか。 


 


（２）「選択療養（仮称）」に伴う入院期間の増減等、保険診療への影響を把握


し、「選択療養（仮称）」の評価等に反映するとともに、保険制度の見直し


に役立てるべきではないか。 


 


（３）万一、偏った医師・医療機関からの不適切な申請が明らかになった場合


には、実態を確認の上、健全な保険制度の運用に役立てるべきではないか。 


 


以上 
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「選択療養(仮称)」の趣旨、仕組み及び効用 


 


平成 26年４月 23日 


規 制 改 革 会 議  


 


１．「選択療養（仮称）」創設の趣旨 


 


（１）わが国では、全ての国民が公的医療保険に加入し、収入等に応じた保険


料を支払い、病気のときには国が保険適用を認めた範囲の医療（保険診療）


について保険給付を受けることができる、「国民皆保険制度」を採用してい


ます。国民皆保険制度は我が国の社会保障制度の根幹であり、今後も、そ


の維持に努めていかねばなりません。 


   ところが、厚生労働省は保険制度の運用において、いわゆる「混合診療


の原則禁止」という取扱いを、長年、続けています。これを明示的に禁止


する根拠規定はありません。保険診療と保険外診療との「併用」を希望す


ると、保険外診療部分を自己負担しても、保険診療部分について保険がま


ったく使えない（全額自己負担）という取扱いです。その是非をめぐり、


これまでにも多くの議論がありました。 


 


（２）平成１８年に保険外併用療養費制度が導入され、現在、併用できる保険


外診療としては、将来の保険収載の評価を行うための「評価療養」と、保


険収載を予定しない「選定療養」の２つのカテゴリーが規定されています


（健康保険法第８６条）。   


併用できる保険外診療のカテゴリーができたこと自体、これまでの規制 


改革の成果です。しかし、医療技術が日進月歩で進むなか、現行の制度の


もとでは救いきれない患者がいます。多様化する患者のニーズに応えられ


ないケースもあります。 


 


（３）そこで、当会議は、困難な病気と闘う患者のために、一段の規制改革が


必要であると判断し、現行の「評価療養」、「選定療養」に加えて、「選択療


養（仮称、以下同じ）」の提案を行います。 


 


〇 「選択療養」は、国民皆保険の維持を前提に、現行の保険外併用療養費制


度の枠内で、困難な病気と闘う患者の治療の選択肢を拡大し、保険外診療を


併用しても保険給付を幅広く受けられ、保険診療に係る経済的負担が治療の


妨げにならないようにするものです。 


 


〇 従来の「評価療養」と違い、「患者起点」の新しい併用カテゴリーです。 


 


〇 「選択療養」は、エビデンスに基づく安全性・有効性の確認を行った上で、


患者と医師の申請によって、個別に保険外診療と保険診療との併用が認めら


れるようにするものです（→２．「選択療養」の仕組み 参照）。 


資料１－２ 
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〇 この確認は、保険者の負担にならない形で、全国統一的に、中立の専門家


によって行います（→３．安全性・有効性のための手続き・ルール 参照）。 


 


〇 「選択療養」には、経済的メリットのみならず、多様なメリットがありま


す。 


例えば、いまだ保険に収載されていない最先端の治療を希望する患者は、


少なくとも保険診療部分については保険を使えるため、これまでよりも少な


い費用で治療を受けられるようになります。保険外診療が自己負担であるこ


とは変わらず、さらに、合理的な根拠が疑わしい診療を除外するなどの措置


を講じているので、保険財政に対する悪影響はありません。 


また、選択療養の実績データを活用して、これまで埋もれていた有効な治


療の発掘により評価療養につながることで保険収載への道を開いたり、不適


切な自由診療を監視することができます（→４．「選択療養」のメリット 参


照）。 


 


 


２．「選択療養」の仕組み 


 


困難な病気と闘う患者の個別ニーズに迅速に対応できる「選択療養」という


新たな仕組みをつくり、患者が選択した治療については短期間に保険外併用療


養費の支給が受けられるようにします。 


 


患者の選択と治療の安全性等の両立 


 


 ○ 患者の選択において、患者と医師の情報の非対称性を埋めるための仕組


みに格別、配慮します。 


 


 ○ エビデンスに基づく安全性・有効性を申請の前提条件として合理的な根


拠が疑わしい医療等を除外するとともに、全国統一的な中立の専門家が迅


速に確認することにより、診療の安全性・有効性を確保します。 


   


 


（１）医師と患者の情報の非対称性を埋める仕組み 


 


○ 「選択療養」の申請は、患者が、医師からエビデンスに基づいて併用の安


全性・有効性について説明を受けた上で、選択することが前提条件です。 


 


○ 申請内容については、全国統一的な中立の専門家による評価を受け、そ


の評価結果を患者に情報提供することによって、医師と患者の情報の非対


称性を埋めることとしています。 
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「選択療養」の申請手続 


① 「診療計画」の策定 


医師は、患者の病態に対して、どのような保険診療と保険外診療を併用す


るのか、当該併用の(a)有効性（必要性）、(b)リスク、(c)費用、及び(d)


万一の健康被害の場合の他の病院等との連携可能性等を記載した、「診療


計画」を策定します。 


注：診療計画と治療結果報告の記載項目を工夫して、「選択療養」の実


績データを活用します。 


 


② エビデンスの添付 


診療計画には、当該保険外診療についての安全性、有効性に関するエビ


デンスを添付しなければなりません。 


＊ エビデンスの例 


・国際的に認められたガイドラインへの掲載 


・一定レベルの学術誌に掲載された独立した２編以上の論文 


・倫理審査委員会の承認を証する書面など 


 


③ 医師は、患者に対して、①診療計画と②エビデンスを用いて十分に説 


明し、患者はこの説明に納得した上で書面により併用を選択します。 


 


④ 医師は、①「診療計画」、②エビデンスと③患者の選択書面を添付して、


「選択療養」を申請します。 


 


⑤ 申請された内容は、全国統一的な中立の専門家によって、安全性・有


効性の確認や患者への不利益の有無についての評価を受け、その評価


結果を患者に情報提供することによって、医師と患者の情報の非対称


性を埋めることとしています。 


 


以上の手続要件を満たさない申請は、「選択療養」として認めません。こ


れにより、合理的な根拠が疑わしい医療や、患者負担を不当に拡大させる医


療をあらかじめ除外し、医師のモラルハザードを防止します。 


 


 


（２）併用によって保険診療を損うことや患者不利益が生じるおそれがないこ


とを、全国統一的に、中立的な専門家が、迅速に確認する仕組み 


 


○ 以上の申請手続に基づく「選択療養」申請について、併用により保険診療


部分が損なわれないか、患者不利益が生じるおそれがないかを、全国統一的


に、中立的な専門家が確認します。保険者に判断責任はないので、この確認


が保険者の負担になることはありません。 
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○ 困難な病気と闘う患者の強い希望に迅速に対応するため、専門家による安


全性等の確認は、保険適用の評価や、その手前にある「評価療養（先進医療）」


としての実施を認めるかどうかの評価とは異なる考え方で、例えば、専門家


のネットワークを活用して、短期間で行います。 


 


 


３．「選択療養」の多様な効用 


 


「選択療養」は、国民皆保険制度のもとで国民に保障された保険受給権を守


ります。さらに、「選択療養」には、他にも多様な効用（メリット）がありま


す。 


 


（１）経済的なメリット 


○ 安全性・有効性が確認された「選択療養」には、保険診療部分の保険給付


が受けられ、患者の経済的な負担が軽減されます。 


 


○ 最初から保険外診療が目的の場合は対象からはずし、保険診療だけでは治


療が困難な患者を対象とするので、裕福な患者だけがメリットを享受するも


のではありません。 
 


（２）データ活用、安全性に関するメリット 


 


○ 安全で有効な診療実績が集まれば、これまで埋もれていた有効な治療の発


掘により、「患者起点」で評価療養につながることが期待できます。また、


これにより、保険収載への道も開けます。 


  ＊効果があったかどうかを確認するための共通項目を設け、診療計画と治


療結果報告書に記載することで、診療実績のデータを活用することがで


きる。 


  


○ 同じ医師のもとで併用できるので、現状で常態化している病院を替えた併


用と比べて、治療リスクや患者負担が低減します。 


 


○ 現在、自由診療の形で行われている保険外診療の実態を一部明らかにでき、


必要な対策を講じることが可能になります。 


 


○ 診療の安全性等は全国統一的に中立の専門家が評価するので、各保険者の 


負担が増大する懸念には及びません。 


 


〇 全国統一的な中立の専門家による確認結果を、患者本人に情報提供するこ


とで、患者と医師の情報の非対称性の解消に役立ちます。 


                              


以上 
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「選択療養(仮称)」への懸念に応える 


 


平成 26年４月 23日 


規 制 改 革 会 議  


 


 


 


 


 


○ それは違います。 


〇「選択療養（仮称、以下同じ）」の承認を得るに当たっては、患者の疾患、


病態、保険外診療の目的等を記載した「診療計画」と「エビデンス」（海外


のガイドラインに掲載、２編以上の査読論文がある等）を添付して申請し、


安全性等について、全国統一的な中立の専門家により確認を受けなければな


りません。 


○ このような手続きによって、エビデンスがない合理的な根拠が疑わしい医


療や、患者負担を不当に拡大させる医療を除外するとともに、申請された保


険外診療の安全性・有効性や、患者への不利益の有無について、確認するこ


とにしています。 


○ 現実には、医療機関を替える等により、実質的に保険診療と保険外診療の


併用が行われている実態と比べれば、新しい仕組みでは、これらの保険外診


療が同じ医療機関で行われることで、併用によるリスクや患者の負担が低減


されます。 


○ これまで把握していない自由診療の一部（国内未承認薬の使用等）につい


て、「選択療養」としての安全で有効な実績が集まれば評価療養につながる


ことが期待され、それを通じて、保険収載の道も開けます。 


 


 


 


 


 


〇 それは違います。 


○ 「選択療養」においては、合理的な根拠が疑わしい医療や、患者負担を不


当に拡大する医療は除外されるとともに、申請された保険外診療の安全性等


は全国統一的な中立の専門家により、その安全性・有効性が確認されます。 


加えて、専門家による確認結果は患者本人に情報提供されることで、患者と


医師の情報の非対称性の解消に役立ちます。 


○ なお、「選択療養」の申請にあたっては、患者と医師が合意した内容を「診


１．安全性・有効性が定かではない医療を公認するのか？これにより国民の健


康を損なうのではないか？ 


２．患者と医師の間には情報の非対称性があるため、藁にもすがる思いの患者


が安全性・有効性が定かではない医療を押し付けられるのではないか？ 


資料１－３ 
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療計画」「エビデンス」といった書面を提出することにより、相当程度、医


師のモラルハザードが抑制されると考えます。 


現行の自由診療の下では、このような仕組みがないため、ご懸念のような事


態が起きる可能性があるのではないでしょうか。 


 


 


 


 


 


○ それは違います。 


〇「診療計画」と「エビデンス」の提出や全国統一的な中立の専門家による安


全性等の確認によって、合理的な根拠が疑わしい医療や、患者負担を不当に


拡大させる医療は除外されるとともに、安全性・有効性が確認された診療だ


けが「選択療養（仮称）」の対象とされます。 


○ したがって、公的保険の範囲が縮小するとの懸念とは逆に、むしろ、新し


い仕組みによって、「選択療養」の安全で有効な実績が集まれば、評価療養


につながる道が１つ増えることとなり、公的保険の範囲拡大に役立つことが


期待されます。 


 


 


 


 


 


〇 それは違います。 


○ 「選択療養（仮称）」は、困難な病気と闘う患者の治療の選択肢を拡大し、


保険診療に係る経済的負担が治療の妨げにならないようにすることが狙いで


す。むしろ、混合診療とみなされた場合の保険診療に要した費用の全額が自


己負担になることは、裕福でない患者のほうが負担感が大きいため、「選択


療養」によって保険診療分全体の自己負担がなくなるメリットは、裕福でな


い患者のほうが大きいものです。これは、現行の「評価療養」と同じです。 


○ 最初からもっぱら保険外診療が目的である場合や、代替できる保険診療の


受診を経ずに保険外診療が選ばれる場合は除外されます。 


○ それほど高額ではない保険外診療を受けるために、手術なども含めて一連


の保険診療すべてについて高額な負担が必要になるケースも少なからずあり、


裕福ではない患者にとって、大きなメリットがあります。 


 


 


 


 


３．必要な医療が保険外に留め置かれ、公的保険の範囲が縮小するのではない


か？ 


４．保険外診療は高額なものが多く、裕福な患者しか受けられないので、「選


択療養（仮称）」のメリットは裕福な患者だけが享受するのではないか？ 
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○ 「選択療養」では、保険外診療の安全性・有効性は、全国統一的な中立の


専門家が確認することにしているので、保険者に判断の負担はかかりません。 


 


 


 


 


 


○ それは違います。 


〇 医療技術は日進月歩であるとともに、患者のニーズも多様化する中で、国


があらかじめ対象を定め、保険導入のための評価を行う評価療養の制度では、


個々の患者の希望に迅速に応えられず、また、治療を行う病院も限られてし


まうため、「患者発」で対象を個別に決める新たな仕組みが必要です。 


 


 


 


 


 


○ それは違います。 


〇「選択療養」においても、保険外診療部分は、現状どおり、保険給付の対象


にならず、保険診療部分について保険給付されるだけです。これは｢評価療養｣


と変わりはありません。 


○ 無用な保険診療の受診が増えないように、申請手続要件において、合理的


な根拠が疑わしい医療等や、最初からもっぱら保険外診療が目的の場合は「選


択療養」の対象から除外することとしています。 


○ 現実には、何が「併用」に当たるかの基準が不明確なこともあって、医療


機関を替えたり、受診日を変える等して、保険診療と保険外診療を切り離す


ことで、様々な併用が行われている実態を踏まえれば、現状でもすでに保険


診療に係る給付はなされており、「選択療養」の創設によって、殊更に保険診


療が増えることはないと考えられます。 


〇 従って、「選択療養」は保険財政が悪化する理由にはならないと考えていま


す。 


５．保険者が保険外診療の安全性・有効性を判断することは不可能ではないか？ 


６．先進医療制度の運用見直しにより患者のニーズに応えられるのではない


か？ 


７．安全性・有効性が定かではない医療が保険の対象になり、財政が悪化する


のではないか？ 








 


 


今後の公開ディスカッションの開催に向けて 


H26.4.23 


 


規制改革会議においては、これまで試行的に２回にわたり「公開ディ


スカッション」を開催したところ。これまでの開催実績を踏まえ、今後


の開催の在り方について検討を行うこととする。 


 


１．開催実績 


○第１回：平成 25年 11月 28日（木）14:00～17:15 


①保険診療と保険外診療の併用療養制度 


②老朽化マンションの建替え等の促進 


○第２回：平成 26年３月 25日（火）13:00～16:00 


①介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティン


グ確立 


②労働時間法制について 


 


○会場：中央合同庁舎４号館２階 220会議室 


（一般傍聴約 20名、報道関係約 50名、各省傍聴約 20名の席を準備） 


 


○広報 


 報道機関の傍聴及びカメラ撮影を会議中随時可とした 


・傍聴は平均 20～30人、テレビカメラは各回１社が取材 


・マスコミ報道（会議の実施、議論の内容等について） 


  11/28 産経ニュース ウェブサイト 


11/29 日経新聞（朝刊 5面）、朝日新聞（朝刊 7面） 


12/ 7 テレビ東京「週刊ニュース新書」で映像使用 


（稲田大臣、岡議長がゲスト出演） 


3/25 産経ニュース ウェブサイト 


 


 内閣府 HPにおいて一般傍聴者を募集した 


・申込平均 20人弱、実際の傍聴は平均 10人弱 


 


 インターネット中継を実施した 


・内閣府トップページ→規制改革ページ→中継サイトへとリンク 


・内閣府公式 Facebookページ、会議参加事業者 HP等でも告知 


・アクセス数は第１回 322件、第２回 229件 


資料２ 







 


 


・第２回終了後に記録画像を掲載、規制改革ページからリンク 


 


２．評価 


・説明時間を守るよう徹底したことで議論の時間を確保でき、予定


時間を数分超過で終了できた 


・「混合診療」を見出しにした記事が多く、テーマによって報道量に


差が出る傾向が見られた 


・一般傍聴の申込は事前の想定（20 人程度）に近かったが、実際の


来訪者（平均 10人弱）は少なかった 


・インターネット中継の広報手段が限られていること等から、アク


セス数が少なかった 


 


３．今後の開催方針案 


○開催趣旨 


・開催趣旨を再検討する必要があるかどうか 
（これまでの開催趣旨） 


国民にとって関心が高いと思われる分野における規制改革の検討課題について、公開の


場において議論を行い、規制の多くが内包しているトレードオフの構造を明確にして論


点を整理し提示することにより、規制改革の推進のための世論を喚起することを目指す。 


○開催時間 


・一般傍聴者の訪問しやすさの観点から、休日の日中（又は平日の


夜間）に開催してはどうか 


○規模、参加者 


・傍聴者の規模をどの程度に設定するか 
（これまでは計 100席弱（うち一般約 20）を準備） 


・議論の参加者を再検討する必要があるかどうか 


（これまでは委員・専門委員、担当政務、関係団体等、所管省庁） 


○会場 


・対外的な PR等の観点から、内閣府庁舎以外の会場を使用してはど


うか 


○調査 


・実施内容の改善やテーマ選定等についてアンケート調査を行って


はどうか 


 





